
（様式２）

※１～６：所管課記入、７：指定管理者記入、８～９：指定管理者及び所管課記入、10：指定管理者及び所管課記入（実施した場合）

所管部・課 健康福祉部障がい者支援課

指定管理者 社会福祉法人長野県社会福祉事業団

１　施設名等
住所 松本市波田4417-8

施設名 電話 0263-92-2078
ホームページ http://park7.wakwak.com/~shinano/

２　施設の概要
設置年月 昭和26年４月 根拠条例等 児童福祉施設条例

障害児入所施設　( )内は定員

施設入所支援(30人)、短期入所(空床)、日中一時支援、在宅障がい児等支援

利用料金 児童福祉法又は障害者総合支援法の規定による厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額に相当する額

開所日

開所時間

３　現指定管理者前の管理運営状況

～平成22年度 直営

平成23年度～27年度 指定管理 社会福祉法人長野県社会福祉事業団

４　報告年度の指定管理者等
指定管理者 社会福祉法人長野県社会福祉事業団 指定期間 平成28年４月１日　～  令和３年３月３１日（５年間）

選定方法 公募（応募者数：１）

５　指定管理料（決算ベース）
※（Ａ）：当該年度、（Ｂ）：前年度（以下同じ）

271,331 千円 千円 千円

６　指定管理者が行う業務
・入所利用者の入所に関する業務

・入所利用者に対する保護、日常生活の指導及び独立自活に必要な知識技能の付与

・施設及び設備の維持管理に関する業務

７　利用実績等
（１）利用実績【指標：利用者数】 （単位：人、％）

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 計

平成 30年度（A） 29 29 29 29 29 29 29 29 29 27 28 28 344

平成 29年度（B） 28 28 27 26 27 28 28 28 28 27 28 29 332

（Ａ）/（Ｂ） 103.6 103.6 107.4 111.5 107.4 103.6 103.6 103.6 103.6 100.0 100.0 96.6 103.6

（２）利用料金収入 （単位：千円、％）

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 計

平成 30年度（Ａ） 5,474 5,658 5,515 5,660 5,724 5,568 5,780 5,526 5,682 5,447 4,910 5,482 66,426

平成 29年度（B） 5,162 6,139 4,407 4,186 6,353 4,280 4,539 4,325 4,413 3,481 4,889 4,531 56,705

（Ａ）/（Ｂ） 106.0 92.2 125.1 135.2 90.1 130.1 127.3 127.8 128.8 156.5 100.4 121.0 117.1

（３）利用料金見直しの状況（前年度と比べて）
見直しの有無

（４）開所日・時間の見直し等の状況（前年度と比べて）

平成30年度(A) 365日

　 平成29年度(Ｂ) 365日

（５）サービス向上のため実施した内容

増減要因等

見直した場合はその内容

無

30年度から加算変更が有り、満床に近い入所利用者の推移、空床型短期入所と日中一時利用者の利用により収入
が増加した。

無

指定管理者制度導入施設の管理運営状況　【対象年度：平成30年度】

平成 30年度（A）

長野県信濃学園

平成 29年度（B）

増減要因等

設置目的

施設内容

差（A）－（B）

児童の福祉を目的として、知的障がいのある児童を入所させて、これを保護し、日常生活の指導を行い、並びに独立自活に必
要な知識及び技能を授ける。

期　　間 管　理　形　態 管理受託者又は指定管理者等

増減
理由

指定修繕料が増加したため（エアコン設置工事、屋根改修工事）。

191,749 79,582

開所時間開所日数 見直しの有無 見直した場合はその内容

30年度当初よりほぼ満床の利用状況であったため、入所者の増減数が昨年度と比べ少なかった。

・各利用者について半年ごとに保護者の同意を得て個別支援計画を作成し、それを実現するための各月ごとのスモールステップ目標を設定して支援をした。
・個々の計画に応じて関係機関と連携を図り、特に18歳以上及び高等部３年生の利用者については、移行予定先等での体験実習を積極的に行うなど、地域生
活実現に向けた取り組みを行った。また、18歳以上の利用者については、地域移行後の生活のため、他事業所の通所利用を調整し支援を行った。
・家族との関係を築き、連携を密にするため、通常の電話連絡などのほか、保護者懇談会、家庭訪問、利用者個別の「なないろ通信」を年3回発行するなど多面
的に情報提供を行った。
・ボランティアや実習者等積極的に受け入れ、開かれた学園を目指し、活性化を図った。
・人材育成として、事業団の法人内研修等にできる限り職員の参加を求めるとともに、学園の内部研修、外部団体主催研修、他事業所研修などに参加を促し、資
質及び技能向上を図った。
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（６）その他実施した取組内容

（７）利用者の主な声及びその対応状況

８　管理運営状況（実施状況及びそれに対する評価を記入） ※項目は施設の状況に応じ加除修正してください。

評価

＜評価区分＞ Ａ：仕様書等の内容を上回る成果があり、優れた管理運営が行われている。
Ｂ：おおむね仕様書等の内容どおりの成果があり、適正な管理運営が行われている。
Ｃ：仕様書等の内容を下回る項目があり、さらなる工夫・努力が必要である。
Ｄ：仕様書等の内容に対し、重大な不適切な事項が認められ改善を要する。

９　施設管理運営の課題

項　目

・利用者の療育・安全面等から増改築により全寮の小規模化
が必要である。
・施設の老朽化が目立っており、毎年改修が行われている
が、根本的な解決には至らず熱効率も悪い。壁・床の傷みも
目立ち、子供たちの暮らす場として構造的に「快適さ」・「家庭
的」を求めることに限界があるため、引き続き施設の改修が必
要である。
・県内唯一の知的障がい児を対象とした福祉型障害児入所施
設として、複雑な問題を抱える利用者が主である中、対象年
齢を超えた利用者のニーズに沿った地域生活移行のために
出身地域関係機関との連携・協力が必要である。
・空床型短期入所であるため、短期入所や緊急一時保護の希
望があっても受け入れができずに断ったケースがあった。併
設型に移行するための改修工事、人員体制の整備が必要で
ある。
・対人支援の現場として人権尊重の姿勢を常に維持するため
の職員教育・啓蒙と、職員の精神的なケアの充実が必要であ
る。

B

利用者サービ
ス向上の取組

・利用者の障がい特性に則した療育支援を継続する
とともに、公共交通機関の利用や地域イベントへの
参加等を行うことで、地域移行の促進と社会体験の
充実に取り組んでいる。
・利用者満足度調査と外部委員による評価委員会を
開催し、外部委員と利用者・保護者が接する機会を
設けることで、利用者サービスの向上に取り組んで
いる。

B

項目 所　　　管　　　課

施設の目的に
沿った管理運
営

・協定書、仕様書及び事業計画に基づき、適正に運
営を行っている。

・協定書・仕様書及び事業計画に基づき、利用者の豊かな生
活と、在宅障がい児を含む療育支援を目指して管理運営を
行った。

・協定書・仕様書及び事業計画に基づき、施設の設置目的に
沿った管理運営・定期報告及び事業報告を実現することがで
きた。

・看護師・心理支援を１名ずつ配置し、手厚い健康管理体制と
専門性の高い支援体制を図った。
・職員のメンタルヘルス対策としてストレスチェックを実施し、
不調に対する早期対応に取り組んだ。
・研修等を積極的に行い、人材育成を図った。

収入 342,258千円
支出 335,446千円（内人件費　168,005千円）
差額　　6,812千円

・休日及び学校の長期休業期間中の利用者の余暇を充実さ
せるよう努めた。また、社会体験事業として、寮の行事におい
て公共交通機関の利用や公共施設や娯楽施設の利用、地域
イベントへの参加、買い物、外食等を行い社会体験の幅を広
げることができた。その際の費用については、事業所の費用
から社会体験費を支出し、交通費や入場料、嗜好品や消耗品
の購入等、利用者の希望に合わせて計画的に使用すること
ができた。
・サービス評価に関する取り組みとして、外部委員による福祉
サービス評価委員会の開催、利用満足度調査及び職員の自
己評価等を実施した。
・外部委員の方と保護者・利用者が顔合わせをする機会を増
やすことで、苦情の申し立てをしやすくする雰囲気をつくった。

    指　定　管　理　者

・虐待防止権利擁護委員会において、事業団の規定や他事業所のマニュアルを参考にして虐待防止マニュアルの作成について検討した。職員
研修会においても伝達講習を実施したり個別面談をしたりするなど、利用者の人権と虐待防止に対する意識向上に努めた。また全職員を対象
に職員セルフチェック調査を２回実施した。
・これまで施設内で施錠されていた箇所の開放（オープン化）に向けて検討、試行し、安全上最低限の箇所を除いて利用者が自由に行き来でき
るようにした。
・防災安全対策の一環として、松本警察署の協力を得て、不審者侵入を想定した防犯訓練を実施した。

保護者と回答が可能な利用者に満足度調査を実施した。保護者からは概ね満足していただいているという内容の結果が得られた。利用者の回
答には、「ふつう」や「未回答」が多く見られた。また、明確な意思表示ができず、聞き取り不十分な方がいたことからも、意思表示の不十分な方
の本意を汲めるように努めていく。

施設の管理運
営の課題

・短期入所・日中一時支援においてニーズに沿った受け入れ
を積極的に行った。
・在宅障がい児及びその家族への療育相談の場として、「こま
くさ教室」を8回開催し専門スタッフによる医療・各種療法・心
理・発達・生活などの各種相談に応じた。また、公開講座を開
催し療育への関心を高めていただいた。

・県内唯一の福祉型障害児入所施設として、入所ニーズに適切
に応えていく必要がある。
・円滑な地域生活移行のため、行動障害のある児童を含めた利
用者の自立に向けた能力を育成する必要がある。
・加齢児の地域移行について、退所後においても切れ目のない
適切な支援を受けられるよう、西駒郷等の施設及び支援関係機
関等と連携を密にした取組を行っていく必要がある。
・利用者サービスの向上と安全で利用しやすい環境を提供する
ために施設等の計画的な改修等を行っていく必要がある。

指　定　管　理　者 所　　　管　　　課

総合評価

職員・管理体制

・利用者サービスの向上に努めるとともに健全な事
業運営を行っている。

B

・おおむね適正な収支状況である。

A

・必要な職種、人員を効率的に配置することにより、
利用者サービスの向上と経費の削減に努めている。
・職員教育・研修体制の見直しを行い、人材育成に
重点を置いている。

収支状況

在宅障がい児
支援

・短期入所の受入れや日中一時支援事業の積極的
な実施により、在宅障がい児及び家族のニーズに応
じた支援の充実が図られている。
・「こまくさ教室」と公開講座を通じて療育への支援を
積極的に行っている。

A

B
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10　第三者評価で指摘された事項の管理運営等への反映状況（第三者評価実施年度の翌年度以降に記載）

　　【実施年月日：平成29年11月６日】

第三者評価における指摘・意見等
管理運営等への反映状況

指定管理者 所管課

1　県に依頼して指定管理料の内訳を
　　明確に提示してもらう。

１　次回指定管理者更新の際に、指定管
　　理料の算出方法を改め、内訳を明確
　　にする。

１、２　県立施設として県内におけるセー
　　　　フティーネットの役割を維持するた
　　　　め、地域全体や関係機関と連携し
　　　　ている。

1　老朽化した施設では利用者サービス向上
　　にも限界がある。

２　短期入所利用者等への新たなアンケート
　　の実施や、毎年度実施している「利用者
　　満足度調査」の回収率を上げる工夫を行
　　うことにより、利用者の意見をさらに施設
　　運営に反映することができるよう努めるべ
　　きである。

３　指定期間中における地域からのニーズや
　　法整備等の変化に応じ、指定管理者が
　　他のサービスや施設資源の有効活用等
　　に柔軟な対応を行うことができるよう、協
　　定書において「自主事業」について定める
　　べきである。

１　経験や知識が豊富な職員がさらに支援の
　　現場や全体の運営に力を発揮できるよう、
　　風通しの良い職員体制を整えるべきであ
　　る。

２　所長自らによる職員採用体制を引き続き
　　継続し、専門的支援の適正の確認や効
　　果的な職員配置に努めてほしい。

３　新しく採用された職員を含め、全職員が権
　　利擁護・虐待防止の意識を持つように職
　　員教育等を引き続き徹底する必要があ
　　る。

１　措置費を含む指定管理料の内訳を明確に
　　する必要がある。

１　必要な施設の改修を引続き進める。
　　施設の修繕・生活環境改善に向け
　　て、利用者居室へのエアコン設置
　　及び屋根改修を平成30年度に行う。

２　利用者満足度調査の短期入所利
　　用者などへの調査依頼について検
　　討している。

３　「自主事業」については、県及び
　　事業団本部とも協議し、検討して
　　いく。

1　必要な施設の改修を進め、サービス
水
　　準の確保に努めている。

２　利用者満足度調査の回収率を上げる
　　ことでより利用者の意見を反映できる
　　ようにする必要がある。

３　施設の役割の範囲内で指定管理者が
　　柔軟に対応できるよう、自主事業につ
　　いては次回の指定管理の更新時に協
　　定書の条文の追加を検討する。

１　児童相談所等、関係機関との連携を図り
　　ながら引き続き支援の充実に努めなけれ
　　ばならない。

２　療育相談事業の参加者に地域の偏りが
　　見られることから、参加者の少ない地域
　　に対する広報活動をより工夫すべき。

１　県下唯一の知的障がい児の福祉型入所
　　施設として課題の解決に尽力し、より良い
　　生活環境の整備を目指さなければならな
　　い。

２　施設として果たす役割が大きいことから、
　　支援のノウハウのある職員が継続的に
　　支援サービスに関わるよう努めてほしい。

１　関係機関の参加する地域の支援
　　会議に参加するなどして、当学園
　　の機能活用を提案するとともに、
　　引き続き療育相談（こまくさ教室等）
　　を充実させる。

２　市町村に対し、主管課への案内で
　　対応してきたが、市町村によっては
　　関連課（福祉課・こども課など）それ
　　ぞれに広報を行うなど工夫をしてい
　　く。

１　職員の経験や知識を運営に活用
　　できるような体制を検討した。

２　人材は施設の命脈であることを忘
　　れず、引き続き施設長が率先して
　　職員の採用や配置に関わった。

３　利用者の権利擁護・虐待防止を当
　　学園の最重要課題の一つとして職
　　員教育に取り組んだ。

1　職員体制を整え、職員の経験や知識
　　を支援の現場や運営に活用できるよ
　　うにする必要がある。

２　専門的支援の適正確認や効果的な
　　職員配置のために引き続き施設長に
　　よる職員採用への積極的関与が必要
　　である。

３　権利擁護・虐待防止の意識を職員全
　　員が持ち、支援に当たる必要がある。

１　小規模ユニット化や、利用者特性に
　　配慮した施設整備に向け、県と協力
　　する。

２　支援に配慮した人事を心掛けると
　　ともに、信濃学園のみならず、事業
　　団全体の支援スキルアップに努め
　　た。

１　指定管理者と協力し、利用者の特性
　　を考慮した施設の整備を進める。

２　支援のノウハウのある職員が継続的
　　に支援に関われるようにする必要が
　　ある。
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１　施設の基本機能の経年劣化への対応に
　　追われ、住環境の改善にまで手が回って
　　いないように感じる。

２　建築時と大きく異なる使い方を行っている
　　設備について、現在の利用状況を踏まえ
　　たうえで改修を行う必要がある。

３　県は設置者として施設の状況を把握し、
　　修繕や建替え等の方法を含め、生活環境
　　の整備について実施計画等を策定・実行
　　する必要がある。

４　入所児童の生活環境及び職員の労働環
　　境の改善に向け、家庭的な小規模グルー
　　プ化を進める必要がある。

５　利用待機者の状況等を県と指定管理者が
　　把握・共有し、ニーズを事業計画に反映す
　　るよう心がけるべきである。

１、２、３　平成30年度は県の指定修
　　　　　　繕で永年の要望であった
　　　　　　屋根改修、利用者居室への
　　　　　　エアコン設置工事実施する。
　　　　　　また、必要な施設の改修につ
　　　　　　いては、県と協議していく。

　
４　当学園の南寮のユニット化につい
　　て、県との協議を進めていく。
　
５　利用待機状況について、児童相談
　　所等関係機関と連携して県下の潜
　　在的ニーズを把握するよう努めると
　　ともに、県と情報を共有し、ニーズを
　　事業計画に反映するよう心掛けてい
　　く。

１、２　施設設備の更新を順次行うととも
　　　　に、指定管理者との情報共有のも
　　　　と、よりよい住環境を整備する。

３　信濃学園が果たすべき役割に対応し
　　た施設整備を行う。

４　より家庭的な環境での生活支援に向
　　け、個室化・小ユニット化への改修等
　　を検討していく。

５　信濃学園の役割や地域のニーズに対
　　応した管理業務仕様書を作成し、施
設
　　の運営に反映していく。
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